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伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 人 間 ド ッ ク 受 診 経 費 の 助 成 に 関 す る 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 保 健 事 業 の 一 環 と し て ， 人 間 ド ッ ク を 受 診 す る 本

市 の 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 対 し ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て ， 当 該 受

診 に 要 す る 経 費 の 一 部 を 助 成 す る こ と に よ り ， そ の 受 診 を 促 進 し ， 生

活 習 慣 病 等 の 早 期 発 見 と 予 防 を 図 り ， 当 該 被 保 険 者 の 健 康 の 保 持 増 進

に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 対 象 者 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に よ る 助 成 を 受 け る こ と が で き る 者 は ， 医 療 機 関 等

に お い て 人 間 ド ッ ク （ 特 定 健 康 診 査 の 基 本 的 な 検 査 項 目 が 含 ま れ て

い る も の に 限 る 。 ） を 受 診 す る 者 で あ っ て ， 受 診 期 日 （ 複 数 期 日 で

受 診 す る 場 合 は ， す べ て の 受 診 期 日 。 以 下 こ の 条 及 び 第 ７ 条 第 ５ 項

に お い て 同 じ 。 ） に お い て 本 市 の 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 で ， 受 診

期 日 に お い て 被 保 険 者 期 間 が ６ 月 以 上 の 者 と す る 。 た だ し ， 次 に 掲

げ る 者 を 除 く 。  

（ １ ） 受 診 期 日 に お い て ， 年 齢 が ３ ０ 歳 未 満 の 者  

（ ２ ） 同 一 年 度 に お い て ， 既 に 本 要 綱 に よ る 助 成 を 受 け た 者  

（ ３ ） 同 一 年 度 内 に お い て ， 伊 丹 市 が 実 施 す る 特 定 健 康 診 査 を 受 診 し た

者 又 は 受 診 を 予 定 し て い る 者  

（ 助 成 額 ）  

第 ３ 条  助 成 す る 額 は ， 人 間 ド ッ ク の 受 診 に 要 し た 経 費 の １ ０ 分 の ７ に

相 当 す る 額 （ そ の 額 に １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は ， こ れ を 切

り 捨 て た 額 ） と す る 。 た だ し ， ３ 万 円 を 上 限 と す る 。  

（ 申 請 ）  

第 ４ 条  助 成 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は ， 人

間 ド ッ ク 受 診 経 費 の 助 成 金 申 請 書 兼 受 診 結 果 提 出 同 意 書 （ 様 式 第 １

号 。 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） に 人 間 ド ッ ク の 受 診 結 果 及 び 人 間 ド

ッ ク の 受 診 経 費 と し て 医 療 機 関 等 に 支 払 っ た 額 が わ か る 領 収 書 を 添

え て ， 受 診 期 日 （ 複 数 期 日 で 受 診 す る 場 合 は ， 最 初 の 受 診 期 日 。 第
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７ 条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。 ） が 属 す る 年 度 の 末 日 ま で に 市 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２  申 請 者 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 ， 伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 被 保

険 者 で あ る こ と を 証 す る も の を 市 長 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し ， 当 該 情 報 に 係 る 個 人 の 同 意 を 得 て ， 公 簿 に よ り 当 該 事 実 を 確

認 す る こ と が で き る と き は 省 略 す る こ と が で き る 。  

３  第 １ 項 の 場 合 に お い て ， 医 療 機 関 等 か ら 人 間 ド ッ ク の 受 診 結 果 の

通 知 を 受 け て い な い と き は ， 当 該 通 知 を 受 け た 後 ， 速 や か に 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 助 成 の 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 前 条 第 １ 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は ， そ の 内

容 を 審 査 の う え ， 助 成 の 可 否 を 決 定 し ， 人 間 ド ッ ク 受 診 経 費 の 助 成

金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 通 知 書 」 と い う 。 ） に よ り

申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 請 求 及 び 交 付 ）  

第 ６ 条  前 条 の 規 定 に よ り 助 成 の 決 定 を 受 け た 者 は ， 人 間 ド ッ ク 受 診

経 費 の 助 成 金 請 求 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 請 求 書 の 提 出 を 受 け た と き は ， 当 該 請 求 を し た 者

が 指 定 す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座 に 振 り 込 む 方 法 に よ り ， 助 成 金 を 交

付 す る も の と す る 。  

（ 代 理 受 領 に よ る 助 成 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 第 ２ 条 に 規 定 す る 対 象 者 が 別 表 に 定 め る 医 療 機 関 等

（ 以 下 「 指 定 医 療 機 関 等 」 と い う 。 ） に お い て 人 間 ド ッ ク を 受 診 す

る 場 合 に は ， 当 該 対 象 者 に 交 付 す べ き 助 成 金 の 額 に 相 当 す る 額 を 指

定 医 療 機 関 等 に 支 払 う 方 法 に よ り 助 成 を 行 う こ と が で き る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 方 法 に よ る 助 成 を 希 望 す る 申 請 者 は ， 第 ４ 条 の 規

定 に か か わ ら ず ， 申 請 書 を 受 診 期 日 の ２ 週 間 前 ま で に 市 長 に 提 出 す

る と と も に ， 伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 で あ る こ と を 証 す る も の

を 市 長 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 当 該 情 報 に 係 る 個 人 の
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同 意 を 得 て ， 公 簿 に よ り 当 該 事 実 を 確 認 す る こ と が で き る と き は 省

略 す る こ と が で き る 。  

３  市 長 は ， 前 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は ， そ の 内 容 を 審 査 の

う え ， 助 成 の 可 否 を 決 定 し ， 通 知 書 に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 助 成 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 助 成 決 定 者 」 と い う 。 ） は ， 人 間 ド ッ ク を 受 診 す る 際 に ， 前 項 の

通 知 書 を 指 定 医 療 機 関 等 の 窓 口 に お い て 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

５  助 成 決 定 者 は ， 受 診 期 日 に お け る 受 診 を 中 止 し ， 又 は 変 更 す る と

き は ， 事 前 に 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

６  助 成 決 定 者 が 指 定 医 療 機 関 等 に お い て 人 間 ド ッ ク を 受 診 し た と き

は ， 指 定 医 療 機 関 等 は ， 助 成 決 定 者 が 指 定 医 療 機 関 等 に 支 払 う べ き

当 該 人 間 ド ッ ク の 受 診 に 要 し た 経 費 の う ち ， こ の 要 綱 に よ る 助 成 金

と し て 助 成 決 定 者 に 交 付 す べ き 額 を 市 長 に 請 求 す る も の と す る 。  

７  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は ， 助 成 決 定 者 に 交

付 す べ き 助 成 金 の 額 を 指 定 医 療 機 関 等 に 支 払 う も の と す る 。  

８  前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ っ た と き は ， 助 成 決 定 者 に 対 し 助 成 金

の 交 付 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 等 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 受 け

た 者 が あ る と き は ， 助 成 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し ，

当 該 助 成 金 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 細 則 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定

め る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 昭 和 ６ ３ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  
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こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  削 除  

  第 ２ 条 第 ２ 項 お よ び 第 ８ 条 （ 削 除 ）   

３  改 正 後 の 伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 人 間 ド ッ ク 受 診 経 費 の 助 成 に 関

す る 要 綱 第 ２ 条 お よ び 第 ７ 条 の 規 定 は ， 平 成 ２ ２ 年 度 以 降 の 受

診 に つ い て 適 用 し ， 平 成 ２ １ 年 度 中 の 受 診 に つ い て は ， な お 従

前 の 例 に よ る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ４ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  削 除  

    第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ６ 条 第 ５ 項 （ 削 除 ）  

３  こ の 要 綱 の 改 正 前 に ， 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 施 行 の 伊 丹 市 国

民 健 康 保 険 人 間 ド ッ ク 受 診 経 費 の 助 成 に 関 す る 要 綱 に よ り 助

成 を 申 請 す る 者 に つ い て は ， 遡 っ て 適 用 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 １ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， 現 に 改 正 前 の 要 綱 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 交 付 さ れ て い る 人 間 ド ッ ク 利 用 券 は ， 改 正 後 の 同 項 の

規 定 に よ り 交 付 さ れ た も の と み な す 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 １ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， 現 に 改 正 前 の 要 綱 に 基 づ き 申 請 さ れ た

受 診 経 費 に つ い て は ， 改 正 前 の 要 綱 に 基 づ き 助 成 す る 。  

付  則  
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こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 １ １ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表  

指 定 医 療 機 関 等  

市 立 伊 丹 病 院  

公 益 財 団 法 人 尼 崎 健 康 医 療 財 団  

市 民 健 康 開 発 セ ン タ ー ハ ー テ ィ ２ １  

 


